
早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ 雇用・人材戦略雇用・人材戦略 ～「出番」と「居場所」のある国・日本～～「出番」と「居場所」のある国・日本～ ①①

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

20歳～34歳の就業率：77％
若者ﾌﾘｰﾀｰ124万人（ﾋﾟｰｸ時：217万人）

地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ事業による
ニートの就職等進路決定者数：１０万人

＊

障がい者の実雇用率：1.8％

国における障がい者施設等へ
の発注拡大：8億円 ＊

25歳～44歳の女性就業率：73%
第1子出産前後の女性の継
続就業率：55%
男性の育児休業取得率：
13% ＊

６０歳～64歳の就業率：63%
＊

１．若者の就労促進

２．女性の就労促進 （※保育・子育て関係施策は後掲）

３．高齢者の就労促進

４．障がい者の就労促進

・「フリーター等正規雇用化プラン」の推進
・地域若者サポートステーション事業の拠点の整備、機能の充実

・改正育児･介護休業法の施行
・マザーズハローワーク事業の推進

定年の引上げ、継続雇用制度の
導入等の推進

検討結果を踏まえ、６５歳まで希望
者全員の雇用が確保されるよう、所
要の措置

20～64歳の就業率 80％
15歳以上の就業率 57% ＊

《全体の就業率》

５．「セーフティ・ネットワーク」の整備

・雇用保険の適用拡大の着実な実
施
・求職者支援制度の創設に向けた
検討

生活保障とともに、失業をリ
スクに終わらせることなく、
新たな職業能力や技術を身
につけるチャンスに変える
社会の実現

・ 「居住の権利」を支え、就労・自立を支える「居住セーフティネット」の検討・整備

・自治体が居住地不定者の集中に対する懸念なく自立支援に取り組める仕組みの検討・具体化

・障害者権利条約批准に向けた障害者雇用促進法の見直しの検討
・国等における障がい者就労施設等に対する発注拡大に努める
・在宅就業者等を含む障がい者の雇用・就業の促進に向けたスキル・アップ施策の拡充

・仕事と家庭の両立を実現するための企業等に対する支援（ベストプラクティスの普及
等）の実施
・マザーズハローワーク事業の実績を踏まえた拠点・人員の見直し

・検討結果を踏まえた求職者支援制度
の創設
・雇用保険について、安定財源を確保
した上で、国庫負担割合の原則復帰

パーソナル・サポート（個別支援）のモデル・プロジェクトの実施と制度化に向けた検討

65歳まで希望者全員の雇用が確保さ

れるよう、施策の在り方について検討

制度的な枠組みの構築



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ 雇用・人材戦略雇用・人材戦略 ～「出番」と「居場所」のある国・日本～～「出番」と「居場所」のある国・日本～ ②②

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

職業訓練の在り方に関する検討開始
（訓練を受ける者の選択に資する仕
組みの検討を含む。）

技術革新等に対応した公共職業訓練
のカリキュラムの見直し及び教官の養
成

６．「実践キャリア・アップ戦略」の推進

・「実践キャリア・アップ戦略」の推進
体制の整備
・５か年目標及び導入プランの策定

等

・職業能力を客観的に評価する「キャリア段位」制度の導入（「日本版ＮＶＱ」の創設）
・大学・専門学校等の教育システムとの連携

ジョブ・カード取得者 300万人

日本版NVQへの発展
大学のインターンシップ実施率：100％

大学への社会人入学者数：９万人
専修学校での社会人受入れ総数：15万人

自己啓発を行っている労働者の割合

正社員70％、非正社員50％

公共職業訓練受講者の就職率：

施設内80％、委託65％ ＊

年次有給休暇取得率：７０％

週労働時間60時間以上の雇

用者の割合：５割減 ＊

労働時間等設定改善法に基づく「指
針」の見直しによる年次有給休暇の
取得促進等

８．ワーク・ライフ・バランスの実現

最低賃金引上げ（全国最低
800円、全国平均1000円 ）＊

雇用の安定・質の向上により
生活不安を払拭し、内需主導
型経済成長の基盤を構築

９．同一価値労働同一賃金に向けた均等・均衡待遇の推進

労働災害発生件数を
３割減

メンタルヘルスに関する措置を
受けられる職場の割合：100%

受動喫煙のない職場の実現 ＊

11．職場における安全衛生対策の推進

職場におけるメンタルヘルス対策、
受動喫煙防止対策に係る労働政策
審議会での検討・結論

パートタイム労働者、有期契約労
働者、派遣労働者の均衡待遇の
確保と正社員転換の推進

所要の見直し措置

・最低賃金について、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1000円を目指す
・「円卓合意」を踏まえ、最低賃金の引上げと中小企業の生産性向上に向けた政労使一体となった取組

７．「地域雇用創造」の推進

「地域社会雇用創造事業」及び「重点分野雇用創造事業」等の活用による
地域雇用の創造

成長分野を中心に、地域に根
ざした雇用の創造を推進

・有期労働契約に係る労働政策審議会で
の検討開始
・労働者派遣法の見直し

施策のフォローアップ及び検討等

労働災害防止のため、事業者による労働災害の低減の取組の強化

・民間に委託する公共職業訓練の分
野・業務の拡大
・民間活用の際の成果報酬制度の
拡充

＊の目標値は、内閣総理大臣主宰の「雇用戦略対話」において、
労使のリーダー、有識者の参加の下、政労使の合意を得たもの。
また、これらの目標値は、新成長戦略において、「2020年度までの

平均で、名目３％、実質２％を上回る成長」等としていることを前提。

指針に基づく取組の実績を踏まえた見直し等

・労働政策審議会において結論、
所要の見直し措置
・パートタイム労働法の施行状
況を踏まえた見直しの検討

10．最低賃金の引上げ



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

Ⅵ 雇用・人材戦略 ～子どもの笑顔あふれる国・日本～①

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

（１）幼保一体化 すべての子どもに
保護者の就労形態等に
よる区別なく質のよい
成育環境の整備

少なくとも2017年には
働くことを希望する
すべての人が仕事に
復帰できる体制の整備

①女性の就業継続等
による収入増

→ 約3.3兆円以上
（2020年度）

（2020年における
女性労働力増：約100万人）

②保育サービス等従事
者の増による所得増

→ 約0.5兆円以上
（2017年度）

③新規雇用者数
→ 約16万人以上

（2017年度）

（保育サービス等従事者の増）

・幼稚園、保育所の垣根を取り払い
（保育に欠ける要件の撤廃等）、
新たな指針に基づき、幼児教育と保育を
ともに提供する「こども園（仮称）」に一体化

・利用者と事業者が契約する利用者補助方式
への転換

「こども指針（仮称）」の策定（幼稚園
教育要領と保育所保育指針の統合
（一本化））

国及び地方における実施体制の一元化
（「子ども家庭省（仮称）」の創設等）

放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の体制を育児・教育支援の観点から改善・
強化（小１、小４の壁解消）

１． 待機児童の解消（就学前）～育児サービスを質量ともに増強～

その他、育児休業の取得期間・方法の弾力化、育児休業取得先進企業への優遇策等をあわせて実施

同時に、利用希望競合時の優先順位のつけ方についてのガイドラインの作成

同時に、育児サービスや職員の質等の評価・情報提供体制、指導監督体制の整備

※ 上記の施策の具体化など詳細については、引き続き「子ども・子育て新システム検討会議」において検討（2011年通常国会までに所要の法案を提出）

（３）育児サービスへの集中投資による環境整備

・まちづくりと連携して子育て支援施設の整備を推進する仕組みづくり
（再開発等の機会を捉えた新規整備、小学校の空き教室等既存ストックの有効活用による施設誘致等）

・子育て支援施設間連携の仕組みづくり（施設・園庭の共有、開放等）
・子育て支援施設への未利用国有地の定期借地権を活用した貸付けや庁舎・宿舎の空きスペースの貸付け等
・保育ママ等の育成支援

（２）多様な事業主体の参入促進 ～イコールフッティング等～

・指定制度の導入
（施設型・非施設型を問わず多様なサービス
を客観的基準により指定）

・「こども園（仮称）」について価格制度を一本化
する

客観的基準による施設認可の徹底

・施設整備費の在り方の見直し
・運営費の使途範囲は事業者の自由度を

持たせ、一定の経済的基礎の確保等を条
件に、他事業等への活用を可能に

・配当が制約されていない旨関係者に周知
・株式会社等に対する社会福祉法人会計適

用の見直し

・多様なサービスを幅広く指定
・子育て利用券制度等利用者が選択でき

る仕組みを整備

保育ママ、ベビーシッター、育児支援
NPO等と子育て支援施設が相互連携
を行う仕組みづくり

２． 働くことを希望するすべての人が仕事を継続・復帰～サービスメニューの多様化等～

延長保育、休日・早朝・夜間・短時間
保育、一時預かり、病児・病後児保
育、事業所内保育等の提供に対する
支援

放課後対策の体制を整理・強化

「子ども家庭省（仮称）」の創設等の検討



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ 雇用・人材戦略雇用・人材戦略 ～子どもの笑顔あふれる国・日本～②～子どもの笑顔あふれる国・日本～②

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

OECD生徒の学習到

達度調査等で世界
トップクラスの順位

①最上位国の平均並みに、
低学力層の子どもの割合の
減少と高学力層の子どもの
割合の増加

②「読解力」等の各分野ごと
の平均得点が、すべて現在
の最上位国の平均に相当す
るレベルに到達

③各分野への興味・関心に
ついて、各質問項目におけ
る肯定的な回答の割合が国
際平均以上に上昇

３．国と未来を開く基礎となる初等中等教育

• 教員の養成・採用・研修の抜本的
見直し、評価の実施

・教育水準向上のための教員や専
門的・支援的スタッフの体制の見直
し

• 現行の教員養成システ
ムの課題の調査分析

• 教職員体制の計画的
な見直しの検討

教員の教育力の向上

学校運営の質の向上

民間教育サービスの発展•｢民間教育サービス評価・情報公開システム｣の構築
•「教育支援人材等」の質・信頼性を確保し、活用を推進するための評価・活用システムの構築

教育内容の充実

子どもの学力と
挑戦力の向上

・学習内容定着度の調査やそのデータ蓄積に基づく教育課程の改善等の検討
・産業界や地域人材の活用

重要能力・スキルの確実な習得
・課題発見・解決能力や論理的思考力、コミュニケーション能力の育成
・外国語教育、理数教育、情報教育、キャリア教育・職業教育の充実

地域に開かれた特色ある学校づくり
•「地域コミュニティ学校」の整備

•保護者や地域住民等による学校評価の推進・強化

４．民間教育サービスの発展

・理工系学生をはじめ意欲・能力ある人材の教員採用等学校現場への登用、
地域スポーツ指導者の活用

・指導が不適切な教員に対する人事管理システムの適切な運用

・公立学校における外国人児童生徒の教育支援



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ 雇用・人材戦略雇用・人材戦略 ～子どもの笑顔あふれる国・日本～③～子どもの笑顔あふれる国・日本～③

2011年度に

実施すべき事項

2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

５．世界と日本を支える人材を生み出す高等教育
世界の大学ランキングでの
上位校の増加

質の高い外国人学生30万人

の受入れ

日本人学生等30万人の海外

交流

日本企業のマネジメント層の
国際経験を、東アジアトップ
レベルに引上げ

学生の就職率向上、３年以
内の早期離職率の低下

フリーターの減少、ニートの
縮減

社会人入学者数の増加

潜在的就労者の社会参画

大学等の行うキャリアアップ
の取組の利便性・質の向上

・大学の外国語教育・国際化の取組への支援と拠点形成、外国大学との大学間交流や相互単位認定の拡大
・大学生・高校生の海外交流支援の強化、外国人教職員・学生の戦略的受入れの促進
・TOEFL/TOEICの大学・企業での活用、外国人学生の日系企業就職支援、企業等におけるグローバル人材の育成・登用の強化

大学の職業教育
力の向上

・ジョブ・カードとの連携強化
・多様な人材養成ニーズに応える大学間連携
・地域大学・高等専門学校・専門学校の活用

職業教育の質保証枠組み設定の
パイロットプロジェクトの開始

情報通信技術関連等主な職業分野に関する教
育プログラムの開発

「社会人の学修支援プラン」の実施

専修学校への単位制・通信制の
導入

・大学教育のグローバル化と英語・中国語等の外国語教育の強化
• 日本人学生等の海外交流促進と外国人学生の戦略的獲得

• 国際化対応ビジネス人材の育成

「大学の就業力向上プラン」の実施

大学教育の質の
向上と機能分化

大学の各機能に応じた
適切な評価基準・指標
の検討開始

・大学の情報公開・評価制度の強化と各種資金配分への反映
・大学のマネジメント強化、カリキュラム改革、経営改善

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
続
け
る
日
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人
の
育
成

・評価への地域・産業界等の視点追加
・教育・研究実績等の情報を一覧できる仕組みの導入

サーティフィケート（履修証明）の
制度・運用改善

・キャリアガイダンスの制度化

「キャリア段位」制度
（日本版NVQ）と

大学・専門学校等の
教育システムとの連
携（2011年度～）



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ 雇用・人材戦略雇用・人材戦略 ～「～「新しい新しい公共」－支えあい公共」－支えあいと活気のある社会の構築と活気のある社会の構築～①～①

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

（４）社会イノベーションを促進するための必要な規制改革及び公的支援等を一体として実施する地域活性化総合特区等の検討

「新しい公共」への参加
割合の拡大

26％（2010年）→約5割

（注）平成21年度国民生活
選好度調査による

１．官が独占していた領域を公に開き、ともに支えあう仕組みを構築

（３）事前ﾁｪｯｸ型から事後ﾁｪｯｸ中心の行政への移行（認定ＮＰＯ法人の認定基準における仮認定の導入等）

（１）「新しい公共」円卓会議からの提案に対する対応の実現

（２）マルチステークホルダーからなる「社会的責任に関する円卓会議」を通じた協働

（５）現場対話とインターネット活用等による「熟議」を通じた政策形成メカニズムの導入

・平成23年春頃までに「安全・安心で持続可能な未来に向けた協働戦略」を策定し、実行
・平成22～23年度にかけて消費者・市民教育モデル事業・地域円卓会議のモデル開催

・夏に会議を設置し、12月までに政府の対
応をフォローアップ、結果を踏まえて提案

・政府と市民セクター等との公契約や協約の
在り方等を議論

・「新しい公共」円卓会議提案の着実な実現
・民間提案型の業務委託、市民参加型の公共事業の導入

広く提案募集を行い、検討の場を設けて新た
な法制化を含む具体的な制度設計を推進

具体的内容及び実施地域等を決定

「熟議」に基づく政策形成を先行的に実施
するとともに、市町村等の取組も支援

先行事例により得られた知見を踏まえ、「熟議」に基づく政策形成を政府内で
浸透させるとともに、引き続き支援

・具体的に制度設計し、平成23年度税制改正において実現
・公益法人の認定等について、平成22年度以降の申請について、原則として認定等までの期間を４ヶ月以内に

迅速化



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

ⅥⅥ 雇用・人材戦略雇用・人材戦略 ～「新しい公共」－支えあいと活気のある社会の構築～～「新しい公共」－支えあいと活気のある社会の構築～ ②②

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに
実現すべき成果目標

（２）ＮＰＯ等を支える小規模金融制度の見直し等
国民の自発的な寄附の流れ
をＧＤＰ比５～10倍増

個人寄附
約１千億円（2009年） （注）

（ＧＤＰ比 0.02％）

→6.5千億円～１兆３千億円
（ＧＤＰ比0.1％～ＧＤＰ比0.2％）

（注）家計調査の1世帯あたりの年間
寄附金額に世帯数を乗じて推計。

（１）「新しい公共」円卓会議の提案への政府の対応を踏まえ、平成23年度税制改正における実現に向け、
税額控除の割合や対象法人、実施時期に関する検討など、具体的な制度設計を推進

２．資金の流れを変え、国民が支える公共を構築

有識者からなる研究会を立上げ、幸福
度について調査研究を推進

３．社会・環境分野の課題解決と経済成長を一体的に推進し、国民の不幸を最小化

幸福感の低い人の割合を減らす

幸福感 平均6.5点（注）を引き上げ
る

（注）現在どの程度幸せか、０点（とて
も不幸）から10点（とても幸せ）で質問
（平成21年度国民生活選好度調査）

（３）ＮＰＯ等の新しい公共の担い手を、企業による社会的取組と連携し、資金供給や活動基盤の面から一体的に支援

具体的に制度設計し、平成23年度税制改正において実現

（２）社会進歩を測定する指標づくりに関し、各国政府及び国際機関と連携し、新しい成長及び幸福度について調査研究を推進
幸福感・満足感を引き上げる観点から社会的課題を解決

（４）地域コミュニティのソーシャルキャピタルを高める先進的な活動の促進・支援等

支援内容の制度設計・具体化

・ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ事業者への金融支援促進
・地域金融を活用したﾌｧﾝﾄﾞを通じた、「地域の

志ある投資」の促進を年内を目途に検討 等

・ＮＰＯﾊﾞﾝｸに対する総量規制及び指定信用
情報機関の使用・情報提供義務等の適用
除外の措置

・一定の要件を満たす貸付事業を行う地域生協
について県域規制を緩和

・日本政策金融公庫によるＮＰＯ等向け融資の
普及を図る

・自殺に対する対策強化、生活保護受給者や若年無業者の自立支援、ひきこもりの社会参加支援
・高齢単身世帯の見守り・地域生活支援 ・刑務所出所者等の社会復帰支援 ・「食」を軸とした地域コミュニティの再生
・全世代にわたるボランティア機会の拡大
・子ども・子育て施策の現金給付と現物給付の組み合わせ等を含め、市町村の裁量で一体的な提供する仕組みの検討

（１）政府だけでは解決できない社会的諸課題に対して、様々な主体が参画し、協働して国民のニーズにきめ細かに
対応することで解決

政策効果と関連指標の関係等を検証
しつつ、関連指標の統計の整備と充実
を図る



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

Ⅶ 金融戦略

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに実現すべ
き成果目標

（１）成長企業等への多様な資金調達が可能な金融市場の実現

１．我が国企業・産業の成長を支える金融等

（２）地域・成長企業等に対する円滑な資金供給の実現

外国企業等による英文開示の範囲拡大等

四半期報告の大幅簡素化

・将来の成長可能性を重視した金融機関の取組を促進
するため、監督指針上の対応の実施

・地域密着型金融の更なる推進も継続

経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを
原則とする融資慣行を確立し、また、保証人の資産・収
入を踏まえた保証履行時の対応を促進するため、民間
及び政府系の金融機関に対し監督上の措置を実施（監
督指針の改正等）

銀行の投資専門子会社による劣後ローンの供給の解禁

取引所における業績予想開示の在り方の検討

国際的な金融規制改革への積極的な対応

制度整備の実施

検査・監督によるフォローアップ

・検査・監督によるフォローアップ
・経営者自身による事業の説明能力の向上等に向けて中小
企業庁と金融庁が連携

銀行本体によるファイナンス・リースの活用の解禁、コミッ
トメントライン契約の適用対象の拡大等に向けた制度の
検討

制度整備の実施

取引所の取組の慫慂

会計基準・内部統制報告制度等について、中堅・中小企
業の実態に応じたものとなるような見直し

プロ向け社債発行・流通市場の整備

具体的施策の実施新興市場等の信頼性回復・活性化策の検討

政府系金融機関・財政投融資等の活用によるリスクマ
ネー供給の促進・成長戦略分野への重点的な資金供
給・地域金融の活性化

経済活性化を担うファンドの有効活用に向けた事業環
境整備（郵貯・簡保等の国民金融資産の運用に関する
見直しの慫慂を含む。）

官民総動員によ
る成長マネーの
供給

法制面での更なる対応の必要があれば、制度整備
の実施

日本銀行による成長基盤強化を支援するための資金供
給を積極的に利用するよう慫慂



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

2011年度に
実施すべき事項

2013年度までに
実施すべき事項

2020年までに実現すべ
き成果目標

アジアのメイン
マーケット・メイ
ンプレーヤーとし
ての地位の確立

（１）アジアの主たる市場（メイン・マーケット）たる日本市場の実現

（２）我が国金融機関のアジア域内での活動拡大

保険会社が海外不動産投資や外国保険会社の買収等
を行う場合に障壁となる規制の見直しの検討

アジア諸国に対する金融商品に関する横断的な投資者
保護法制、電子記録債権等の日本型モデルの普及

アジア諸国における金融・資本市場や金融業の一層の
開放に向けた政策協調の推進

２．成長を支えつつ、自らも成長する金融

総合的な取引所（証券・金融・商品）創設を促す
制度・施策の検討

制度整備の実施

体制整備

アジア等の海外発行体によるサムライ債（円建て外債）の発行の推進
（JBIC保証等の活用）

我が国サムライ債市場
の活性化

Ⅶ 金融戦略

総合的な取引所（証券・金融・商品）創設を図る制度・施策の可能な限りの
早期実施

金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのア
クションプランの策定

動産譲渡登記制度の検証

破産時の自由財産の在り方、小規模個人再生制度の
在り方の検討

官民総動員によ
る成長マネーの
供給

M&A等の組織再編手続の簡素化・多様化のた

めの措置の在り方の検討

（３）企業の戦略的な事業再編の促進

事業再編に伴う労働移動の円滑化のための施
策パッケージの策定 企業のグローバル

なプレゼンスの向
上

コーポレート・ガバナンスの強化の検討（会社法の改
正等）

グローバル市場にも配慮した企業結合規制
（審査手続及び審査基準）等の検証と必要に応
じた見直し

結論・所要の措置



早期実施事項
（2010年度に実施する事項）

2011年度に

実施すべき事項
2013年度までに

実施すべき事項

2020年までに

実現すべき成果目標

３．国民の資産を有効に活用できる資産運用へ

国民が豊かさを
享受できるような
国民金融資産の
運用拡大

プロ投資家を顧客とする投資運用
業の規制緩和

保険会社における資産運用比率規
制の撤廃の検討

投資信託商品の多様化等に対応した投資信託・投資法人法制の見直
しの検討（可能なものは順次実施）

制度整備の実施

制度整備の実施

制度整備の実施

Ⅶ 金融戦略




